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※ 頁、行は現行計画（令和３年３月修正）についてのもの  

 

No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

1 第２章 雪害対
策 
第９節 雪崩事
故の防止と応
急対策 

33 2 １ 計画の方針 
(2) 各主体の責務 

ウ 市町村の責務 
雪崩発生により人家に被害が発生する可能

性が高いと認めたときは、住民に対し避難勧
告等を発令するものとする。住民が自主的に
避難した場合は、直ちに公共施設等に受け入
れるとともに十分な救援措置を講じる。 

１ 計画の方針 
(2) 各主体の責務 

ウ 市町村の責務 
雪崩発生により人家に被害が発生する可能

性が高いと認めたときは、住民に対し避難指
示等を発令するものとする。住民が自主的に
避難した場合は、直ちに公共施設等に受け入
れるとともに十分な救援措置を講じる。 

災害対策基本
法の一部改正 

  

2 第２章 雪害対
策 
第９節 雪崩事
故の防止と応
急対策 

34 11 ２ 情報の流れ 
(2) 被災地へ 

 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

（略） （略） （略） 

市町村 県民、警

察 

防災情報 

調査結果 

応急対策工事の実施状況 

避難勧告等 

２ 情報の流れ 
(2) 被災地へ 

 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

（略） （略） （略） 

市町村 県民、警

察 

防災情報 

調査結果 

応急対策工事の実施状況 

避難指示等 

災害対策基本
法の一部改正 

 

3 第２章 雪害対
策 
第９節 雪崩事
故の防止と応
急対策 

34 16 ３ 業務の体系 
 
 
 

３ 業務の体系 
 

災害対策基本
法の一部改正 

 
  ☆雪崩の発生 

    ↓ 

  被災概要調査 

    ↓                    ・関係機関等への連絡 

  引き続き雪崩                 ・避難勧告等 

  発生のおそれ                 ・被災者の救急救助 

                         ・医療救護活動 

 

 

 

被災詳細調査、  

応急対策工事 

被災詳細調査、  

応急対策工事 

緊急措置 

被災詳細調査、 

応急対策工事実施 

 ☆雪崩の発生 

    ↓ 

  被災概要調査 

    ↓                    ・関係機関等への連絡 

  引き続き雪崩                 ・避難指示等 

  発生のおそれ                 ・被災者の救急救助 

                         ・医療救護活動 

 

 

 

被災詳細調査、  

応急対策工事 

被災詳細調査、  

応急対策工事 

緊急措置 

被災詳細調査、 

応急対策工事実施 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

4 第２章 雪害対
策 
第９節 雪崩事
故の防止と応
急対策 

35 13 ４ 業務の内容 
(4) 避難勧告等の発令 

実施主体 対 策 協力依頼先 

市町村 ・気象情報等により雪崩

の発生による被害が予想

されるときや、被災概要

調査の結果により、二次

災害等被害拡大の可能性

が高い、と考えられると

きは、関係住民にその調

査概要を報告するととも

に避難勧告等の発令及び

避難誘導等を実施する。 

（略） 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

４ 業務の内容 
(4) 避難指示等の発令 

実施主体 対 策 協力依頼先 

市町村 ・気象情報等により雪崩

の発生による被害が予想

されるときや、被災概要

調査の結果により、二次

災害等被害拡大の可能性

が高い、と考えられると

きは、関係住民にその調

査概要を報告するととも

に避難指示等の発令及び

避難誘導等を実施する。 

（略） 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

災害対策基本
法の一部改正 

 

5 第３章 火山災
害対策 
第１節 火山災
害予防計画 

44 ▲10 １ 計画の方針 
(6) 各主体の責務 

オ 北陸地方整備局の責務 
北陸地方整備局は、新潟焼山火山防災協議

会に参画するとともに、新潟焼山についての
火山噴火対策に資する調査に協力する。 
 また、重大な土砂災害が想定される土地の
区域及び時期を明らかにするために必要な調
査（ 以下「緊急調査」という。）を実施した
場合、得られた結果を、避難のための立ち退
きの勧告又は指示の判断に資するため土砂災
害緊急情報を市町村に通知する。 

１ 計画の方針 
(6) 各主体の責務 
オ 北陸地方整備局の責務 
北陸地方整備局は、新潟焼山火山防災協議

会に参画するとともに、新潟焼山についての
火山噴火対策に資する調査に協力する。 
また、重大な土砂災害が想定される土地の

区域及び時期を明らかにするために必要な調
査（ 以下「緊急調査」という。）を実施した
場合、得られた結果を、避難指示の判断に資
するため土砂災害緊急情報を市町村に通知す
る。 

災害対策基本
法の一部改正 

 

6 第３章 火山災
害対策 
第２節 火山災
害応急対策 

50 19 １ 計画の方針 
(2) 各主体の役割 

ウ 市町村の役割 
市町村は、全国瞬時警報システム（ Ｊ － 

Ａ Ｌ Ｅ Ｒ Ｔ ） 又は新潟地方気象台から
噴火警報等（ 噴火警戒レベルを含む）の伝達
を受けた場合には、その内容を住民、登山者
等及び関係機関に周知するとともに、新潟焼

１ 計画の方針 
(2) 各主体の役割 
ウ 市町村の役割 
市町村は、全国瞬時警報システム（ Ｊ － 

Ａ Ｌ Ｅ Ｒ Ｔ ） 又は新潟地方気象台から
噴火警報等（ 噴火警戒レベルを含む）の伝達
を受けた場合には、その内容を住民、登山者
等及び関係機関に周知するとともに、新潟焼

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

山火山防災協議会等の助言を踏まえ、警戒区
域を設定し、入山規制や避難勧告等を行う。
また住民、登山者等の適時適切な避難、避難
所の開設、避難所の管理運営、降灰対策等の
措置を講ずる。 
エ （略） 
オ 北陸地方整備局の役割 
（略） 

また、重大な土砂災害が想定される土地の
区域及び時期を明らかにするために必要な調
査（ 以下「緊急調査」という。）を実施した
場合、得られた結果を、避難のための立ち退
きの勧告又は指示の判断に資するため土砂災
害緊急情報を市町村に通知するとともに、県
への通知及び一般への周知も行う。 
カ （略） 
キ 新潟焼山火山防災協議会の役割 

新潟焼山火山防災協議会は、市町村からの
求め等により避難勧告等及び警戒区域の設定
等に関して共同で検討し、市町村へ助言を行
う。 

山火山防災協議会等の助言を踏まえ、警戒区
域を設定し、入山規制や避難指示等を行う。
また住民、登山者等の適時適切な避難、避難
所の開設、避難所の管理運営、降灰対策等の
措置を講ずる。 
（略） 
オ 北陸地方整備局の役割 
（略） 
また、重大な土砂災害が想定される土地の

区域及び時期を明らかにするために必要な調
査（ 以下「緊急調査」という。）を実施した
場合、得られた結果を、避難指示の判断に資
するため土砂災害緊急情報を市町村に通知す
るとともに、県への通知及び一般への周知も
行う。 
カ （略） 
キ 新潟焼山火山防災協議会の役割 
新潟焼山火山防災協議会は、市町村からの

求め等により避難指示等及び警戒区域の設定
等に関して共同で検討し、市町村へ助言を行
う。 

7 第３章 火山災
害対策 
第２節 火山災
害応急対策 

53 ▲5 ４ 業務の体系 
(1) 業務体系の概要（新潟焼山・妙高山共

通） 
 
住民及び一時滞在者の避難 ― 避難の勧告又
は指示 

４ 業務の体系 
(1) 業務体系の概要（新潟焼山・妙高山共
通） 
 
住民及び一時滞在者の避難 ― 避難指示 

災害対策基本

法の一部改正 

 

8 第３章 火山災
害対策 
第２節 火山災
害応急対策 

56 ▲3 ５ 業務の内容 
(4) 住民、登山者等の避難 

実施主体 対 策 協力依頼先 

市町村 （略） 

・避難の勧告又は指示の

実施方法については、本

章第１ 節「火山災害予

防計画」及び風水害対策

編第３ 章第 9 節「住 

 

５ 業務の内容 
(4) 住民、登山者等の避難 

実施主体 対 策 協力依頼先 

市町村 （略） 

・避難指示の実施方法に

ついては、本章第１ 節

「火山災害予防計画」及

び風水害対策編第３ 章

第 9 節「住 

 

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

民等避難計画」に定める

ところによる。 
 

民等避難計画」に定める

ところによる。 
 

9 第４章 林野火
災対策 
第２節 林野火
災応急対策 

66 ▲17 ４ 業務の内容 
(3) 避難誘導活動 

実施主体 対 策 協力依頼先 

（略） （略） （略） 

市町村 市町村長は、林野火災

の延焼により住宅等に危

険が及ぶと判断したとき

は、住民に対し避難勧告

等を行い、警察署等と協

力して住民を安全に避難

させる。 

 

（略） （略） （略） 
 

４ 業務の内容 
(3) 避難誘導活動 

実施主体 対 策 協力依頼先 

（略） （略） （略） 

市町村 市町村長は、林野火災

の延焼により住宅等に危

険が及ぶと判断したとき

は、住民に対し避難指示

等を行い、警察署等と協

力して住民を安全に避難

させる。 

 

（略） （略） （略） 
 

災害対策基本

法の一部改正 

 

10 第５章 油等流
出事故災害対
策 
第８節 環境保
全対策 

101 ▲4 ５ 業務の内容 
(2) 環境汚染の応急対策 

実施主体 対 策 協力依頼先 

（略） （略） （略） 

県 住民の健康影響が予測

される場合、次の内容に

ついて市町村等に助言

し、随時情報を提供する

とともに、市町村からの

依頼に応じて保健師等を

派遣する。 

（略） 

オ 避難勧告等の発出 

 

市町村 （略） 

なお、健康被害の甚大

な影響が懸念される場合

等、必要に応じて避難勧

県 

５ 業務の内容 
(2) 環境汚染の応急対策 

実施主体 対 策 協力依頼先 

（略） （略） （略） 

県 住民の健康影響が予測

される場合、次の内容に

ついて市町村等に助言

し、随時情報を提供する

とともに、市町村からの

依頼に応じて保健師等を

派遣する。 

（略） 

オ 避難指示等の発出 

 

市町村 （略） 

なお、健康被害の甚大

な影響が懸念される場合

等、必要に応じて避難指

県 

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

告等を発出し、住民の避

難誘導に努める。 
 

示等を発出し、住民の避

難誘導に努める。 
 

11 第６章 海上事
故災害対策 
第２節 海上事
故災害応急対
策 

117 1 １ 計画の方針 
(3) 各主体の役割 

イ 市町村 
・ 水難救護法による人命、船舶の救助を行

う。 
・ 地先水面の海岸パトロールを行う。 
・ 人命救助、初期消火及び延焼防止の措置を

とる。 
・ 被害の及ぶおそれのある沿岸住民に対し災

害状況の周知を行う。 
・ 火気使用の制限又は禁止等発災危険防止措

置の広報及び警戒を行う。 
・ 沿岸住民に対する避難勧告及び指示を行

う。 
・ 救護所を設置し、必要に応じて県へ医療活

動の支援要請を行う。 
・ 火災等及び漂着等被害が沿岸に及ぶおそれ

のある地先海面への巡回監視を行う。 

１ 計画の方針 
(3) 各主体の役割 
イ 市町村 
・ 水難救護法による人命、船舶の救助を行
う。 

・ 地先水面の海岸パトロールを行う。 
・ 人命救助、初期消火及び延焼防止の措置を
とる。 

・ 被害の及ぶおそれのある沿岸住民に対し災
害状況の周知を行う。 

・ 火気使用の制限又は禁止等発災危険防止措
置の広報及び警戒を行う。 

・ 沿岸住民に対する避難指示を行う。 
 
・ 救護所を設置し、必要に応じて県へ医療活
動の支援要請を行う。 

・ 火災等及び漂着等被害が沿岸に及ぶおそれ
のある地先海面への巡回監視を行う。 

災害対策基本

法の一部改正 

 

12 第６章 海上事
故災害対策 
第２節 海上事
故災害応急対
策 

118 ▲1 ２ 情報の流れ 
(2) 災害発生現場へ 
 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

（略） （略） （略） 

市町村 一般県民 

県警察等 

防災情報、応急対応の実

施状況 

避難勧告・指示等 

２ 情報の流れ 
(2) 災害発生現場へ 

  

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

（略） （略） （略） 

市町村 一般県民 

県警察等 

防災情報、応急対応の実

施状況 

避難指示等 

災害対策基本

法の一部改正 

 

13 第９章 道路事
故災害対策 
第２節 道路事
故災害応急対
策 

159 ▲10 ２ 情報の流れ 
事故現場へ 
 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

（略） （略） （略） 

市町村 地域住民 避難勧告・指示等 

２ 情報の流れ 
事故現場へ 

  

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

（略） （略） （略） 

市町村 地域住民 避難指示等 

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

14 第 10 章 危険
物等事故災害
対策 
第２節 危険物
等事故災害応
急対策 

169 10 １ 計画の方針 
(3) 各主体の役割 

カ 市町村の役割 
市町村は、災害が発生し、又は発生のおそ

れがあるときは、直ちに付近住民に災害の状
況や避難の必要性などの広報を行うととも
に、県及び報道機関の協力を得て周知を図
る。また、被災者の安否情報を確認するとと
もに、被災者の救護、付近住民等に対する避
難勧告等の必要な措置を講ずる。 
（略） 
ク 県警察の役割 

県警察は、被災者の安否情報を確認すると
ともに、被災者の救護、市町村の避難勧告等
に基づく避難の指示、交通規制等の必要な措
置を講ずるものとする。 

１ 計画の方針 
(3) 各主体の役割 
カ 市町村の役割 
市町村は、災害が発生し、又は発生のおそ

れがあるときは、直ちに付近住民に災害の状
況や避難の必要性などの広報を行うととも
に、県及び報道機関の協力を得て周知を図
る。また、被災者の安否情報を確認するとと
もに、被災者の救護、付近住民等に対する避
難指示等の必要な措置を講ずる。 
（略） 
ク 県警察の役割 
県警察は、被災者の安否情報を確認すると

ともに、被災者の救護、市町村の避難指示等
に基づく避難の指示、交通規制等の必要な措
置を講ずるものとする。 

災害対策基本

法の一部改正 

 

15 第 10 章 危険
物等事故災害
対策 
第２節 危険物
等事故災害応
急対策 

170 ▲5 ３ 業務の体系 

応急対策活動 
・災害広報 
・避難勧告等 
・救出援護・応急手当 
・現地本部の設置 

 

３ 業務の体系 

応急対策活動 
・災害広報 
・避難指示等 
・救出援護・応急手当 
・現地本部の設置 

 

災害対策基本

法の一部改正 

 

16 第 10 章 危険
物等事故災害
対策 
第２節 危険物
等事故災害応
急対策 

171 5 ４ 業務の内容 
(1) 避難誘導活動 
実施主体 対 策 協力依頼先 

市町村 

警察署 

住民の生命、身体に対

する危険を防止するた

め、避難を勧告する等速

やかに住民の避難誘導を

実施する。 

消防機

関、災

害発生

場所 

（略） （略） （略） 

  

４ 業務の内容 
(1) 避難誘導活動 
実施主体 対 策 協力依頼先 

市町村 

警察署 

住民の生命、身体に対

する危険を防止するた

め、避難を指示する等速

やかに住民の避難誘導を

実施する。 

消防機

関、災

害発生

場所 

（略） （略） （略） 
 

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

17 第 10 章 危険
物等事故災害
対策 
第２節 危険物
等事故災害応
急対策 

172 ▲1 ５ 市町村地域防災計画に定めるべき事項 
・ 災害情報の収集・報告 
・ 災害広報 
・ 避難勧告・指示 

５ 市町村地域防災計画に定めるべき事項 
・ 災害情報の収集・報告 
・ 災害広報 
・ 避難指示 

災害対策基本

法の一部改正 

 

 


